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(57)【要約】
　振動機構と動力収納貯蔵器を含む能動型の歯科用工具
。前記振動機構は電気モーターと楕円形の負荷を含む。
楕円形の負荷は前記モーターによって回転するようにな
され、それによって歯科用工具の、歯と接触する部分に
振動動作を伝えるようになされている。
【選択図】図４ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科用工具であって、
　少なくとも部分的に中空の内部と、末端部と、基端部とを有する細長いハウジングと、
　該ハウジングの一端にそこから延びて結合している少なくとも一つの歯科用チップと、
　前記ハウジング内に配置され支持される少なくとも一つの振動モジュールと、
　を含むことを特徴とする歯科用工具。
【請求項２】
　歯科用工具であって、
　末端部と、基端部と、少なくとも部分的に中空の内部とからなる細長いハウジングの部
分として形成された少なくとも一つのハンドルであって、該ハンドルの握りのための少な
くとも一部分が三角形の断面を有する少なくとも一つのハンドルと、
　前記ハウジングの一端にそこから延びて結合している少なくとも一つの歯科用チップと
、
　前記ハウジング内で本体の一端の方に配置され支持されている少なくとも振動モジュー
ルと、
　を含むことを特徴とする歯科用工具。
【請求項３】
　歯科用工具であって、
　少なくとも部分的に中空の内部と、末端部と、基端部とを有する細長いハウジングと、
　該ハウジングの一端にそこから延びて結合している少なくとも一つの歯科用チップと、
　前記ハウジング内に配置され支持されている少なくとも振動モジュールと、
　前記チップを回転するようになされた少なくとも一つの回転ヘッドと、
　を含むことを特徴とする歯科用工具。
【請求項４】
　前記歯科用チップが前記ハウジングに取り外し可能に取り付けられていることを特徴と
する請求項１、２、または３に記載の歯科用工具。
【請求項５】
　前記振動モジュールは偏心した重りを回転させ装置に振動を起こすための小型のモータ
ーを含むことを特徴とする、請求項１、２、または３に記載の歯科用工具。
【請求項６】
　前記振動モジュールは、バッテリー、燃料電池、太陽電池、およびそれらの組み合わせ
の群から選択される電源によって駆動されることを特徴とする、請求項１、２、３、４、
または５に記載の歯科用工具。
【請求項７】
　前記振動工具の使用中に、前記振動モジュールが前記ハウジングに対して回転するのを
防止するための反回転手段を更に含むことを特徴とする、請求項１から６のいずれかに記
載の歯科用工具。
【請求項８】
　前記歯科用チップは、歯石落としチップ、歯内療法用やすり、歯用やすり、リーマー、
および歯の孔ぐり具を含む群から選択されることを特徴とする、先行する請求項のいずれ
かに記載の歯科用工具。
【請求項９】
　前記ハンドルは、人間工学的なデザインであることを特徴とする、先行する請求項のい
ずれかに記載の歯科用工具。
【請求項１０】
　前記チップは、少なくとも約５原子パーセントの水素を含むダイヤモンドライクカーボ
ンを含むコーティングを含むことを特徴とする、先行する請求項のいずれかに記載の歯科
用工具。
【請求項１１】
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　前記ハンドルの少なくとも一部は、突起、細い溝、ハンドグリップ、またはそれらの組
み合わせを含むことを特徴とする、先行する請求項のいずれかに記載の歯科用工具。
【請求項１２】
　ユーザーが握るように設計されていない、前記ハンドルの前記少なくとも一部は、握り
に使用される部分よりも小さな直径を有していることを特徴とする、請求項９に記載の歯
科用工具。
【請求項１３】
　前記ハウジングは、少なくとも一端にむかって先細りになっていることを特徴とする、
先行する請求項のいずれかに記載の歯科用工具。
【請求項１４】
　前記先細りの端は、円錐形部分、カラー、およびそれらの組み合わせの群から選択され
る構造を含むことを特徴とする、請求項１３に記載の歯科用工具。
【請求項１５】
　前記構造は、前記ハウジングの一部として一体的に形成されていることを特徴とする、
請求項１３または１４に記載の歯科用工具。
【請求項１４】
　前記構造は前記ハウジングに取り付けられていることを特徴とする、請求項１３または
１４に記載の歯科用工具。
【請求項１５】
　前記振動モジュールが前記構造の内部に配置されていることを特徴とする、請求項１４
に記載の歯科用工具。
【請求項１６】
　前記ハウジングは金属または非金属よりなることを特徴とする、先行する請求項のいず
れかに記載の歯科用工具。
【請求項１７】
　握りのための種々の直径を有するハンドルを含む、同一の歯科用工具のセットを含むこ
とを特徴とする、先行する請求項のいずれかに記載の歯科用工具。
【請求項１８】
　前記バッテリーは、使い捨てまたは充電可能であることを特徴とする、請求項６に記載
の歯科用工具。
【請求項１９】
　前記構造は、回転ヘッドを含むことを特徴とする、請求項３に記載の歯科用工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　〔関連出願の参照〕
　本願は、以下の米国特許仮出願、すなわち、２００４年９月２１日出願の“Dental Too
l Having A Durable Coating”と題する第６０／６１２，２８３号、２００４年９月２１
日出願の“Dental Instruments Having Durable Coating”と題する第６０／６１２，０
０６号、２００４年１１月３日出願の“Dental Instrument”と題する第６０／６２４，
８３３号、および２００４年１１月３日出願の“Dental Instruments With Stress Relie
f”と題する第６０／６２４，８４０号の利益を主張し、そのすべての内容は参照によっ
てここに含まれる。
【０００２】
　本願は以下の米国特許出願、すなわち、同時に出願された“Dental Instruments With 
Stress Relief”と題する第１１／ｘｘｘ，ｘｘｘ号、および同時に出願された“Dental 
Instruments Having Durable Coatings”と題する第１１／ｘｘｘ，ｘｘｘ号に関連し、
両者の内容は参照によってここに含まれる。
【０００３】
　〔技術分野〕
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　本発明は、歯科用装置に関し、特には能動型の歯科用装置に関する。
【背景技術】
【０００４】
　口中の栄養物、唾液、空気およびバクテリアの存在は、歯の表面に歯垢および歯石の薄
膜の形成を可能にする。これらの膜の発生は日常的なブラッシングや歯科用フロスを用い
ることで防ぐことが出来る。しかし、口腔内健康の効果的なプログラムは、歯科専門家に
よる歯の定期的な清掃を含むことが広く受け入れられている。この定期的な清掃は、勤勉
な個人的口腔健康法にもかかわらず歯の表面に蓄積しがちな歯石や歯垢を減少させ取り除
くのに効果がある。
【０００５】
　歯石および歯垢を取り除く装置は二つのクラスに分けられ、すなわち手動の受動型の装
置と、外部動力が供給される能動型の装置である。受動型の装置は、一般的にステンレス
のような硬質の実質的に剛性のある材料で作られる。図１は、代表的な受動型の装置を示
す。この装置は、ハンドルとして使用されるようになされた本体１０と、例えばポイント
またはブレードの形をした端部１４を持ったつつく部分１２を含む。使用するときは、歯
科専門家が受動型の装置を手で持って端部１４で歯の表面をこする。受動型の装置は窮屈
な電力供給線からの自由をもたらすが、効果的に使用するためには多くの時間と技術を必
要とする。
【０００６】
　歯を掻き落すなどの、歯のある処置を行うために外部動力の、能動型の歯科用振動装置
を用いることが通常となっている。典型的な、動力が供給される歯科用振動装置は、手で
把むための細長い外側のケーシングと、前記ケーシング内に配置され、振動源として作用
するための振動ユニットと、その振動ユニットに取り外し可能に結合される掻き落しチッ
プのような歯科用振動工具を含む。歯科用工具は掻き落しや歯根の根管拡張のような所望
の歯科処置を実行する。
【０００７】
　動力をもらう歯科用振動工具に使用されるいくつかのバイブレーターは、その動作原理
によって二つの典型的な種類、すなわち、電気的に動力をもらうバイブレーターと、動力
源として圧縮空気を使う空気駆動のバイブレーターとに属する。
【０００８】
　電気的なバイブレーターは、交番電圧の印加に応答して振動を発生する電歪形または圧
電形のトランスジューサーを含む。これらは、耳で聞くことができる騒音の放出が実質的
に無いように超音波領域で作動することが出来る。しかし、電気的なバイブレーターは電
磁波を放出する。約20,000Hzの周波数で放出されるそのような電磁波エネルギーは、他の
電気装置と干渉するなどの問題を起こす可能性がある。
【０００９】
　空気駆動のバイブレーターは、電気的バイブレーターに関連する電磁的な干渉の問題は
無い。しかし、使用される周波数は一般的に可聴周波数スペクトルの範囲内である。また
、この種のバイブレーターを使う工具は圧縮空気供給源に繋がれなくてはならない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、うるさい騒音や超音波エネルギーの無い、歯の清掃を効果的にするための
、前後および／または左右に振動することの出来る小型のバイブレーターを持った、手持
ちの、電気駆動の歯科用工具の必要性が存在している。
【００１１】
　上記の観点から、手動であって外部駆動の歯科装置であるという、両方の好ましい態様
を持った歯科装置を手に入れることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本発明は、従来技術に関連する問題を解決し、歯から歯垢や歯石を取り除く方法および
装置を提供する。
　本発明は、少なくとも部分的に中空な内部と、末端部と、基端部とを有する細長いハウ
ジングを含む歯科用の手持ち工具に関し、歯科用チップが前記末端部の少なくとも一つか
ら延伸して取りはずし可能に接続される。前記ハウジングの一部は歯科専門家が掴むため
のハンドルとして機能する。少なくとも一つの振動モジュール（vibrator module）がハ
ウジング内部に、本体の一端の方に配置され、弾性的に支持される。該モジュールは、偏
心した重りを回転させて前記チップに振動を起こすようになされた小型のモーターを含む
。ハウジング内にはバッテリーが配置され、振動要素を励起するために振動モジュールに
動力を与える。バッテリーは使い捨てでも良いし、充電可能であっても良い。
【００１３】
　本発明はさらに、中空の内部と、基端部と、その広い方の端部が恒久的にかまたは取り
外し可能に取り付けられ、その狭い方の端部から歯科用チップが延伸する、円錐形の部分
を持った末端部を有する細長いハウジングを含む手持ちの歯科用装置に関する。前記ハウ
ジングの一部は歯科専門家が掴むためのハンドルとして機能する。前記歯科用チップは、
円錐形部分の狭い方の端部に、恒久的に取り付けられても良いし、取り外し可能に取り付
けられても良い。円錐形の部分は、その中空部内に配置され、支持されている振動モジュ
ールを持った、少なくとも部分的に中空な本体を有する。該モジュールは、偏心した重り
を回転させて前記チップに振動を起こす小型のモーターを含む。ハウジング内にはバッテ
リーが配置され、振動要素を励起するために振動モジュールに動力を与える。バッテリー
は使い捨てでも良いし、充電可能であっても良い。
【００１４】
　本発明はまた、歯科用振動装置のセットを提供し、その各々は内部が中空な細長いハウ
ジングを持ち、その細長い本体は基底部および末端部を有し、歯科用チップが前記末端部
の少なくとも一つから延伸して取りはずし可能に接続される。各装置の前記ハウジングの
一部は歯科専門家が掴むためのハンドルとして機能し、前記装置のセットのハンドルは種
々の直径を有しており、一日を通して交換可能に設計されている。
【００１５】
　上記歯科用装置はまた、該装置に恒久的にか、または取り除き可能にその広い方の端部
で取り付けられており、その狭いほうの端部から歯科用チップが延伸する円錐形部分を含
む。該歯科用チップは円錐形部分の狭い方の端部に恒久的に取り付けられていても良いし
、取り外し可能に取り付けられていても良い。円錐形の部分は、その中空部内に配置され
、支持されている振動モジュールを持った、少なくとも部分的に中空な本体を有する。該
モジュールは、偏心した重りを回転させて前記チップに振動を起こすようになされた小型
のモーターを含む。ハウジング内にはバッテリーが配置され、振動要素を励起するために
振動モジュールに動力を与える。バッテリーは使い捨てでも良いし、充電可能であっても
良い。
【００１６】
　本発明の一態様において、前記歯科用チップは、前記ハウジングの末端部にねじ結合さ
れる。
　本発明の他の態様において、上記振動モジュールをハウジングの末端部に対して位置決
めする位置合わせ手段が存在する。
【００１７】
　また、一態様において、本発明の歯科用装置は、対応する外部動力の装置に比べて軽量
で容易に操作可能である。
　さらなる他の態様において、本発明の歯科用装置はエネルギー導管によって動力源に繋
がれることなく、大きなエネルギーを歯の表面に結びつけることが可能である。
【００１８】
　本発明のさらなる態様において、上記ハウジングはその基端部で閉じており、振動モジ
ュールはその末端部の方で支持されるようになされている。
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　またさらなる本発明の態様において、チップはハウジングの各端部から延伸しており、
使用中両方のチップが振動するようになされている。
【００１９】
　本発明のなおさらなる態様において、前記円錐形の部分は回転可能であり、その回転に
よって、歯科用チップを患者の口腔から取り出すことなくチップを容易に位置替え出来る
ようにチップを回転させる。
【００２０】
　本発明のさらに他の態様において、上記ハウジングは、歯科専門家が受けるストレスを
取り除くようになされた人間工学的な設計を含む。人間工学的に設計されたハンドルを持
つ歯科用装置のセットは、ハンドルの直径を替えることによっても作ることが出来る。
【００２１】
　さらに、チップを取り外し可能にする他の形態として、各装置に接続管を使用しても良
い。この接続管または前述した円錐形の部分は、回転するヘッドであって、その回転によ
って、歯科用チップを患者の口腔から取り出すことなく容易にチップの位置換えが出来る
ようにチップを回転させる。
【００２２】
　加えて、上述の各装置は、前記振動工具の使用中に、振動モジュールがハウジングに対
して回転するのを防止する回転止め手段を伴って作ることも可能である。
　さらに、チップを所望の構造に曲げることが出来るように、チップがその上に塗膜され
る、柔軟性と耐久性のある塗膜をコーティングされることが開示される。
【００２３】
　その塗膜は、少なくとも約５原子パーセントの水素（5 atomic percent of hydrogen）
を含むダイヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）を含む。
　一態様において、チップはコーティングの後に任意の所望の形状に曲げることが出来、
そのような曲げの作用が塗膜の完全性を損なうように影響することが実質的に無い。
【００２４】
　本発明のこれらおよび他の優位点および構成は、添付の図とともに提供される本発明の
以下の詳細な説明に関連して、より容易に理解されるであろう。
【発明を実質するための最良の形態】
【００２５】
　添付の図に結び付けて述べる以下の詳細な説明は、本発明の歯科用装置および工具の、
ここで例示する具体例の説明として意図したものであり、本発明が構築され、または用い
られる唯一の形態を表わすように意図したものではない。説明は、本発明の歯科用工具ま
たは装置を作り使用するための構造とステップを、図示実施例に結び付けて述べる。しか
し、本発明の趣旨および範囲内に包含されることを意図した、異なった実施例によっても
、同じかまたは同等の機能および構造が達成され得ることを理解されたい。
【００２６】
　図２は、本発明の第１の実施例による、歯科用シーラー１００のような歯科用装置を示
す。図示のように、該装置はハンドル部１０２と歯に触る部分１０４を有する。本発明の
一態様によれば、振動機構がハンドル部１０２内に含まれる。振動機構は、シーラーチッ
プ１０４またはその一部分に、ハンドル１０２に対する動きを引き起こすようになされて
いる。シーラーチップ１０４の動きは、曲げ弾性のリニアモード、または捩れモードのよ
うな種々の振動モードを含む。本発明の一態様によれば、本発明はハンドル部１０２によ
って支持されるスイッチデバイス１０６を含む。スイッチデバイス１０６は、ユーザーが
、ハンドル部１０２内に配置された振動機構を作動させ、または不作動化することを可能
にする。
【００２７】
　本発明の一実施例によれば、プラグコンセントのようなエネルギーポート１０８も、ハ
ンドル部１０２に支持されている。電気的エネルギーのようなエネルギーが前記エネルギ
ーポートを通して受け取られ、歯科用装置のハンドル部１０２内に蓄積される。図示した
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実施例においては、エネルギーポートは従来の電気プラグを受容するようになされた電気
プラグコンセントである。
【００２８】
　図３ａは、本発明の一実施例による歯科用装置のシステムブロック図を示す。図３に示
すように、本歯科用装置は電気的バッテリー２０２のような動力収納貯蔵器を含む。電気
的バッテリー２０２は動力コントロールデバイス２０４に電気的に接続されている。一典
型的実施例において、動力コントロールデバイス２０４は、単極－単投入のような電気ス
イッチである。さまざまな他の実施例において、動力コントロールデバイス２０４はオペ
レーターの信号、またはフィードバック信号２０５に応答するさまざまな出力電圧を与え
るようになされた、トランジスターのような作動デバイスを含んでいても良い。動力コン
トロールデバイス２０４の出力は、振動トランスジューサー２０６の入力に電気的に接続
されている。本発明の一実施例によれば、振動トランスジューサー２０６は、永久磁石Ｄ
Ｃモーター、またはステッピングモーターのような電気的回転モーター２０８を含む。電
気的回転モーター２０８は、その出力軸が偏心したフライホイールのような動的にアンバ
ランスな負荷２１２に機械的に結合されている。この動的にアンバランスな負荷２１２の
モーターによる回転によって、モーター２０８の軸上に周期的に振動する力が生じる。こ
の周期的に振動する力は、モーター２０８の軸からモーターのベアリングを通してモータ
ーのハウジングに伝えられる。この振動する力は、（図２に示すように）モーターのハウ
ジングから装置のハウジング１０２に伝えられる。
【００２９】
　本発明の一実施例によれば、振動トランスジューサー２０６は約１０Hzから約１０KHz
の振動を生じる。特定のシステムの特性によっては、高調波を含む他の周波数も達成可能
である。
【００３０】
　本発明の他の実施例によれば、振動トランスジューサー２０６は、ソレノイド、圧電ト
ランスジューサー、またはリニアステッピングモーターのようリニアモーターを含む。
　本発明のさらなる態様によれば、振動トランスジューサー２０６は結合部材２１４の第
１の端部に機械的に結合される。結合部材２１４は単一の機械部材、または（図２に示す
ように）ハウジングの部分１０４と一体である。
【００３１】
　結合部材２１４は第２の端部で歯との接触部１０４に結合されている。歯との接触部１
０４は、例えば（図２に示すように）シーラーチップである。
　歯科用チップ１０４は、図示したように、シーラー、または本発明の手持ちの装置に適
するようになされた他のもの、例えばリーマー、歯内療法のヤスリ、歯科用ヤスリまたは
歯科用孔ぐり器でも良い。
【００３２】
　前述したように、歯科用チップは装置の末端部および基端部の両方にあってもよいし（
図示せず）、一端にのみあってもよい。
　図２、４ａ、９に示すテーパー部１１４は、ハンドルの部分として一体的に作られるか
、または別個に作られ、また、成形、ハンダ付け、ねじ止め、またはそれ自身がハンドル
の他の部分に取り付けられる他の種類の取り付け具によって作られる。
【００３３】
　チップもまた、ハンドルの末端部または基端部のテーパー部のどちらかに、恒久的にか
、または取り外し可能に結合される。テーパー部はさらに、例えば中空の内部を持った円
錐形の部分であっても良く、またはテーパー部の少なくとも部分は、図９に示すように接
続管を有しても良い。接続管は、成形、ハンダ付け、ねじ止めで接続されるか、またはチ
ップ１０４をハンドルの末端部または基端部のどちらかに取り付けるための他の種類の取
り付け具によって、ハンドルの部分として一体的に作られるか、または別個に作られる。
【００３４】
　図４ａは、本発明の一実施例による歯科用装置３００の切り取り図である。図４ａに示
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すように、歯科用装置３００は、ハウジング１０２と、シーラーチップ１０４のような歯
と接触する部分を含む。本発明の一実施例によれば、ハウジング１０２は、バッテリー３
０６と電気モーター３０８が配置される内部の空洞３０２を含む。バッテリー３０６は導
電体３１０，３１２，３１４、およびスイッチ３１６によってモーター３０８に電気的に
接続される。本発明の一実施例によれば、モーター３０８は、ハウジング３１７と、第１
のベアリング３１８および第２のベアリング３２０を含む。モーター３０８はまた、第１
のベアリング３１８および第２のベアリング３２０によって回転可能に支持される軸３２
２を含む。軸３２２は、一端で偏心負荷３２４に結合される。
【００３５】
　図４ｂは本発明の一実施例による偏心負荷４００を示す。偏心負荷は、実質的に平らな
第１の側面４０６および第２の側面４０８の間に配置されるアーチ状の周縁面４０２を持
った質量体を含む。第１および第２の実質的に平らな面の間に、実質的に円筒状の内面４
１０が配置され、縦軸を持った孔を規定している。縦軸は、偏心負荷４００の質量体の中
心を通る回転軸と実質的に平行で離れている関係位置に配置される。
【００３６】
　更なる実施例において、図４ｃに示すように、偏心負荷４２０は実質的に平らな第１の
側面４２４および第２の側面４２６の間に配置される、円錐面４２２の頭を切り取った断
面を含む。第１および第２の実質的に平らな面の間に、実質的に円筒状の内面４２８が配
置され、縦軸を持った孔を規定している。縦軸は、偏心負荷の質量体の中心を通る回転軸
と実質的に平行で離れている関係位置に配置される。図４ｃの偏心負荷４２０の、結果と
して生じる円錐形状は、モーターの軸に沿ってモーターから離れる距離の関数としてリニ
アに減少する質量体を持った偏心負荷である。
【００３７】
　なお更なる実施例において、図４ｄに示すように、偏心負荷４３０は、第１および第２
の実質的に平らな面の間に配置される楕円形の面４３２の頭を切り取った断面を含む。図
４ｄの偏心負荷４３０の、最終的な楕円体形状は、モーターの軸に沿ってモーターから離
れる距離の関数としてノンリニアに減少する質量体を持った偏心負荷となる。
【００３８】
　さらに他の実施例において、楕円形の負荷は実質的に立体的に対称なホイールを含む。
しかし、実質的に立体的に対称な容積内の質量の分布は、動的に不均等な負荷を生じさせ
るために非対称とされる。一実施例によれば、図４ｅに示すように、質量の不均等な負荷
は、第１の材料４４２と、第１の材料内に空間的に不均一な分布で埋め込む第２の材料の
粒体とのホイール４４０を形成することによって作られる。
【００３９】
　図５は、本発明の他の実施例の切り取り図を示す。図示したように、図５の装置５００
はハウジング１０２と、シーラーチップ１０４を含む。図５の実施例において、楕円形の
負荷５０２の回転軸はハウジング１０２の長手方向の軸５０４に対して横切るように向い
ている。従って、楕円形の負荷５０２の回転軸５０Ｓは、紙面に直角に向いている。
【００４０】
　この回転軸５０６の方向は、例えば回転電気モーター５０８の出力軸をギアボックス５
１０の機械的入力に接続することによって達成される。代表的一実施例において、ギアボ
ックス５１０は互いに直角な角度を向いた二つのべべルギアを含む。二つのべべルギアの
うち第１のギアは電気モーターの出力軸に結合され、二つのべべルギアのうち第２のギア
はギアボックスの出力軸、したがって偏心負荷５０２に結合されている。二つのべべルギ
アは各々歯を持ち、回転中かみ合ってモーター５０８からのエネルギーを偏心負荷５０２
に伝える。べべルギアは、例えばステンレス鋼、チタン、ニッケルチタンおよびチタン－
アルミニウム－バナジウム合金のようなチタン合金、アルミニウム、アルミニウム合金、
タングステンカーバイド合金、およびそれらの組み合わせのような、任意の適切な材料で
形成される。
【００４１】
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　べべルギアの代替の材料としては、例えば、ポリアミド（ナイロン）、超高分子量のポ
リエチレン（ＵＨＭＷＰ）、ポリアセチル（デルリン）、ポリアラミド（Kevlar）、アモ
ルファス熱可塑性ポリエーテルイミドであるＵＬＴＥＭ（登録商標）、ポリカーボネート
とポリブチレンテレフタレートの合成物であるＸｅｎｏｙ（登録商標）樹脂、ポリカーボ
ネートとイソフタレート・テレフタレート・レゾリシノール樹脂の共重合体であるＬｅｘ
ａｎ（登録商標）プラスチック（以上はすべてＧＥ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ社から入手可能）
、芳香族ポリエステルのような液晶ポリマー、または１成分として芳香族ヒドロキシカル
ボン酸（例えばヒドロキシ安息香酸（硬質モノマー）ヒドロキシナフトエート（軟質モノ
マー））、芳香族ヒドロキシアミン、芳香族ジアミンを含むグループから選択される少な
くとも１つの化合物を含む芳香族ポリエステルアミドのような液晶ポリマー、（米国特許
第6,242,063, 6,274,242, 6,643,552, 6,797,19８号に例示されており、その内容は参照
によってここに含まれる）、終端の無水物基（terminal anhydride group） または側部
の無水物（lateral anhydride） を含むポリエステルイミド無水物（米国特許第 6,730,3
77号に例示されており、その内容は参照によってここに含まれる）、またはそれらの混合
物が含まれる。
【００４２】
　加えて、顔料、カーボン粒子、シリカ、グラスファイバー、金属粒子または導電性ポリ
マーのような導電性粒子、またはそれらの組み合わせが充填されたエンジニアリング用プ
レプレッグ、または化合物のような任意の重合化合物も使用される。
【００４３】
　一般的に、高い耐熱性を持った重合材料、または化合物が適している。
　稼動中、偏心負荷５０２は、図２の装置１００の配置によって生じる振動に比べて、シ
ーラーチップに装置５００の長手方向軸５０４に沿った増大した振動を生じさせる。
【００４４】
　本発明のさらなる態様において、これらの振動はギアボックス５１０のハウジングから
結合部材５１２を通じてシーラーチップ１０４に伝えられる。その質量、形状、および剛
性を含む、結合部材の特性は、システム全体としての共振応答を最適化するように選択さ
れる。結合部材５１２は、支持部材５１４によってハウジング１０２内に支持される。支
持部材５１４は、例えば、それを通して結合部材５１２が滑動するようになされている孔
を持った、実質的に剛性のあるブッシングであっても良い。代替の実施例において、支持
部材５１４は結合部材５１２を柔軟に支持するようになされる弾性部材を含んでも良い。
【００４５】
　図６は、能動型の歯科用装置６００の切り取り図を示す。本発明のさらなる実施例によ
れば、能動型の歯科用装置６００は直線振動デバイス６０２を含む。直線振動デバイス６
０２は、周期的に変化する電気制御回路６０Ｓからの信号に応答して結合部材６０４を直
線的に作動させるようになされている。電気制御回路６０６は、直線振動デバイス６０２
、およびバッテリー６０８のような電力源に電気的に接続されている。直線振動デバイス
６０２は圧電デバイス、および電磁ソレノイドデバイス、電気容量変換デバイス、または
リニアステッパーモーターのようなリニアモーターデバイスを含む。
【００４６】
　さまざまな態様において、能動型の装置６００は取り外し可能なつつき棒１０４を含む
。このことによって、一個のハウジングとその内容物が、異なった構造の種々のチップに
振動を与えることが可能になる。取り外し可能なつつき棒は、例えばねじ結合またはバイ
オネットマウントで能動型の装置６００に固定されても良い。
【００４７】
　さらなる態様において、エネルギー収納貯蔵器は、カーボン－亜鉛バッテリー、または
アルカリバッテリーのような取り除き可能なバッテリーを含んでも良い。取り除き不可能
で、充電可能なバッテリーも使用可能である。特定の能動型の装置システムの特性と必要
性によっては、例えばニッケル金属水素バッテリー、またはニッケルカドミウムバッテリ
ーのような適切なバッテリーが選択される。
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【００４８】
　本発明のさらなる態様において、装置は外部の電気エネルギー源から電気エネルギーを
受けるようになされたバッテリー充電回路を含む。それによって能動型の装置は必要なと
きのみ家庭用電源に結合され、バッテリー充電回路が能動型の装置の充電可能なバッテリ
ーに適切な充電電流を供給する。
【００４９】
　他の実施例によれば、本発明は電気的燃料電池および燃料収納貯蔵器を含む。燃料電池
の技術は進歩しており、本発明の能動型の装置に組み入れるのに適した燃料電池が適度な
近い将来に利用可能になると期待されている。
【００５０】
　本発明のさらなる態様において、（例えば図３の２０６に示すような）振動機構の振動
は、驚くことに、能動型の装置を使用している歯科専門家の手を落ち着かせる効果をもた
らすことが発見された。したがって、本発明は人間工学的に優位な歯科用装置を含む。こ
れらの人間工学的な優位性は、本発明のさまざまな実施例において、ハウジング（例えば
図８の１０２）に、種々の直径のグリップ、および三角形グリップなどの付加的構造を含
ませることによって増幅される。
【００５１】
　現在使用されている歯科用装置は皆殆ど同じ直径のハンドルまたは把持部を有する。こ
のことは、ただ一種類の装置だけでなく、異なる装置についてもまた事実である。一日を
通して装置を繰り返し使用することによって、手、手首、肘に繰り返しストレスを与える
ことになる。これは、歯科衛生士、歯科医、および他の歯科専門家に手根管症候群、およ
び蓄積的心的外傷疾患（cumulative trauma disorder）を引き起こす可能性がある。
【００５２】
　本発明はまた、図７ａ－ｅおよび８に示すように、一日を通して交換可能に設計された
、さまざまな握りの直径を持った同一の装置、または異なった装置のセットを含み、握り
部を交換することによって繰り返しの握り動作を減少させる。したがって、歯科専門家が
終日同じ種類の装置を使用しても、一日を通して手、手首、肘の位置が交代することにな
るので、手、手首、および肘は繰り返しの動作でなく異なった動作をすることになる。
【００５３】
　本歯科用装置は、図８に示すように、中実、中空、または部分的に中実な内部を持った
細長いハウジング１０２を含む。細長いハウジング１０２は末端部および基端部を有する
。ハウジング１０２の一部分は歯科専門家が握るためのハンドルとして機能する。末端部
はそこから延びる歯科用チップ１０４を有し、チップはハウジング１０２の末端部に恒久
的にか、または取り外し可能に接続される。
【００５４】
　ハンドルはさらに、図８に例示するように人間工学的に設計されてもよい。種々の直径
を持った装置の詳細は、”Dental Instruments with Stress Relief”と題する仮出願の
出願番号第６０／６２４，８４０号、および同時出願の米国特許出願番号第１１／ｘｘｘ
，ｘｘｘ号に述べられており、両者の内容は参照によってここに含まれる。
【００５５】
　さらに、図２、４ａ、６および９に示したような円錐形の部分１１４は回転可能であり
、そのような回転によってチップを患者の口腔から取り出すことなく容易に位置換えでき
るように歯科用チップも回転する。
【００５６】
　回転の機構は、米国特許出願第１０／７３５，０５０号に述べられているものと同様で
あり、参照によってここに含まれる。
　一実施例において、上記円錐形の部分は、ハンドルの部分として一体的に作られるか、
または別個に作られ、また、成形、ハンダ付けで作られるか、ねじ止め、またはチップ１
０４をハンドルの末端部または基端部に取り付けるための他の種類の取り付け具によって
接続される。
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【００５７】
　図７ａ－ｄは、本発明の一実施例による、歯科用シーラーのような歯科用装置のセット
を示す。見られるように、各装置はハンドル部７０２と歯に接触する部分７０４を含む。
図示実施例において、歯に接触する部分はシーラーチップである。
【００５８】
　ハンドル部分７０２は円筒形で、心は中実、または中空であって、末端部と基端部を有
する。図のように、ハンドルの直径は７ａから７ｄと変化している。他の実施例において
、異なる直径の、異なる数のハンドルを持ったシリーズ、または異なる装置を持ったシリ
ーズが考慮されている。握りのための直径を変化させて作った同じ装置のセットは、上述
したように繰り返し動作を減少させる。
【００５９】
　ハンドルは、例示したように末端部または基端部のどちらか、またはその両方に向かっ
て先細りになっており、その先細りの端から、患者の歯に用いられるようになされた歯科
用チップが延びている。
【００６０】
　歯科用チップは、示したようにシーラー７０４でも良いし、または、例えばリーマー、
歯内治療用やすり、または孔ぐり具のような、本発明の手持ち装置に適合するようになさ
れた任意の他のものでも良い。
【００６１】
　上述したように、上記歯科用チップは、示すように（図示せず）装置の末端部および基
端部の両方にあっても良いし、一方にのみあって他方には図７ａ－７ｄに示すように異な
る工具があっても良い。
【００６２】
　テーパー部１１４は、図９に示すようにハンドルの部分として一体的に作られるか、ま
たは別個に作られ、また、成形、ハンダ付けで作られるか、ねじ止め、またはチップ１０
４をハンドルの末端部または基端部に取り付けるための他の任意の種類の取り付け具によ
って接続される。
【００６３】
　テーパー部１１４はさらに、図９に示すように中空の内部を有する円錐形の部分であっ
ても良い。
　ハンドルは金属またはプラスチックで作られる。円錐形の部分またはテーパー部はハン
ドルの他の部分と同じか異なる材料で作っても良い。適切な金属は、例えばギアに関して
述べた材料を含む。さらに例示すれば、材料はステンレス鋼およびチタン合金でも良い。
これらも例えば良い柔軟性を持っている。
【００６４】
　適切な非金属としては、ギアに関して上述した材料を含む高温プラスチックのような重
合材料を含む。
　より良い、滑らないグリップのために、例えば、突起および／または細い溝（例えば図
８または９に示す１０４０）および／または他の手段をハンドルの握り部に形成しても良
い。
【００６５】
　いくつかの実施例において、上記の突起および／または細い溝の代わりに、図８ａに例
示するように、ハンドル部分の上にフィットするようなスリーブタイプの構造であるハン
ドグリップ１０４０ａで作られ、同じく図８ａに描かれているように使用中装置の把持を
容易にする。図３に示すような実施例において、ハンドグリップ１０３はハンドル１０２
の大きな部分を覆っている。そのようなハンドグリップは一般に弾性があり、重合体のチ
ップの製造に適した上述のポリマーや化合物を含む、オートクレーブや高温消毒プロセス
に適する高温樹脂製である。実際にはオートクレーブに耐えられる任意の高温樹脂が使用
可能である。
【００６６】
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　述べたように、図７ａ－ｄに示した装置のセットは、ハンドルの直径を除けば同一であ
る。このことは、ハンドルが人間工学的に設計されている、図８ａ－ｄにも図示されてい
る。直径が変化しているハンドルを有する同一の装置が一日を通して代わる代わる使用さ
れる。直径を変えることとより人間工学的に設計されたハンドルを組み合わせることによ
って、ハンドルは、歯科専門家の手、手首、肘に対するストレスをはるかに救済すること
が出来る。
【００６７】
　図８ａに示すように、ハンドルは、チップが両端部から延びているときには握りの領域
よりは小さな円周の中央部を持った三角形状であっても良い。上記中央部は円形であって
もよい。この両方の形状も、例えば把持を容易にするための握り領域について図９に例示
した１０４０のように、突起または細い溝が形成されても良い。
【００６８】
　本発明の一態様によれば、図３および８ａに示すように、ハンドル部１０２および８０
２内に振動機構が含まれる。振動機構は、ハンドル１０２またはその部分８０２の外表面
１０１の振動する揺れを引き起こすようになされている。振動する揺れは柔軟で弾性的な
リニアモード、または回転モードを含む、さまざまな振動モードを含む。本発明の一実施
例によれば、装置は、上述したように、ハンドグリップとして機能する、ハンドル１０２
の外表面１０１上に設けられる弾性材料１０３（または図８ａの外表面８０１上の８０３
）を含んでいる。弾性材料１０３または８０３は、装置を使用している間中歯科専門家の
握りを和らげるよう機能する。一態様によれば、本発明はハンドル部１０２または８０２
に各々支えられるスイッチデバイス１０６または８０６を含む。このスイッチデバイス１
０６または１０８は、ユーザーがハンドル部１０２または８０６内に配置された振動機構
を作動させ、または不作動化することを可能にする。
【００６９】
　ハンドグリップ１０３および１０４０aは、Monsanto Company社から入手可能なSANTOPR
ENE（登録商標）またはいくつかのチップの製造に使用される熱可塑性プラスチック、ま
たは前述した他の適切な材料を用いて作られる。ハンドグリップ１０３および１０４０ａ
は、いくつかの実施例において成形によって形成される。他の実施例において、ハンドグ
リップ１０３および１０４０ａは一部品である。さらに他の実施例において、複数部品の
ハンドグリップが使用される。さらに他の実施例において、２部品のハンドグリップはハ
ンドル１０２または８０２の上で超音波接合される。ハンドグリップ１０３および１０４
０ａは、図３に示すように一般的な円筒形の形状であっても良いし、図１１に１１２０と
して示すようにピストル形でも良い。
【００７０】
　ハンドグリップ、すなわち弾性材料は天然ゴムまたは合成ゴムのどちらでも良い。合成
ゴムは、例えばエラストマー材料であって、限定はしないが、Kraton Polymer社から入手
可能なスチレンブタジエンゴム、またはスチレンイソプレンゴムのようなさまざまな共重
合体またはブロック共重合体（Kratons（登録商標））、ＥＤＰＭ（ethylene propylene 
diene monomer）ゴム、ラテックスゴム等を含む。発泡体材料は閉鎖セル発泡体でも開放
セル発泡体でも良く、限定はされないが、ポリエチレン発泡体のようなポリオレフィン発
泡体、ポリプロピレン発泡体、ポリブチレン発泡体、ポリスチレン発泡体ポリウレタン発
泡体、または、上述した任意のエラストマーまたはゴム材の発泡体を含む。
【００７１】
　図９は、回転可能なチップ９０２を持った能動型の装置９００を示す。そのような回転
可能なチップ９０２は上述した各装置に使用可能である。チップ９０２はテーパー部１１
４の接続管または回転ヘッド９０４に固定的にか、または取り外し可能に結合される。接
続管または回転ヘッド９０４を回転することによって、患者の口腔から取り出すことなく
歯科用チップを容易に位置換え出来るようにチップを回転させる。そのような回転が望ま
しくないときには、止め金が接続管およびチップの回転を妨げる。止め金機構は例えばリ
リースボタン９０６を押すことによって開放され、回転を可能にする。回転機構は、米国
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出願番号第１０／７３５，０５０号に述べられているものと同様であり、参照によってこ
こに含まれる。
【００７２】
　円錐部分つまりテーパー部１１４は、取りはずし可能の場合は、ハンドルの他の部分が
金属または金属合金で作られていても、例えばプラスチック材料で作られる。
　図９および１０に示すように、手持ち部分９００の末端部に配置された回転ヘッド９０
４は、手持ち部分の残りの部分に回転可能に結合される。回転ヘッドは概ね円筒状の形状
を有し、中空の内部、および内部の各端部にあって、一端で本体１０２の末端部を受容し
、他端で歯科用チップを受容する開口を持つ。例えば、その末端部で回転ヘッド９０４は
チップ９０２を受容するための開口９１１をその上に形成している。
【００７３】
　回転ヘッド９０４は、その外側の周縁表面に複数のぎざぎざ９１０を形成していても良
い。ぎざぎざ９１０の各々は、その主たる軸が手持ち部９００の中心軸と平行な方向であ
る細長い楕円形（または矩形）の形状を持っていても良い。ぎざぎざ９１０は、歯科専門
家が例えば本体１０２に対して回転ヘッドを回転する（例えば片手のみを使って）ために
その把持を容易にさせる。他の実施例において、回転ヘッド９０４は、ぎざぎざの代わり
にその上に形成される多くの突起を持っていても良い。
【００７４】
　本体１０２は、その最上部から等距離で実質的に本体１０２の長さ全体に渡る一組の溝
１０３０をその上に形成している。溝１０３０は、図１１に示すように、手持ち部９００
の上にハンドグリップ１１２０を取り付けるために用いられる。本体１０２は、本体１０
２の末端部の近くのその底部に、ハンドグリップ１１２０が手持ち部９００の軸方向に動
かないよう保持するために用いられる、実質的に等間隔に離れた複数のスロット１０８０
を形成する。本体１０２は、その基端部近くのその底部に、上記スロット１０８０と同一
直線上の溝（図示せず）をその上に形成する。その溝は、上記の溝１０３０と共にハンド
グリップ１１２０と係合し、ハンドグリップ１１２０を手持ち部９００の軸方向に動かな
いよう保持する。
【００７５】
　ハンドグリップ１１２０は、図１１に例示するように概ね円筒状の形状と中空の内部を
持つ係合部１１４０を有する。係合部１１４０は本体１０２に、同様にスリーブ上を滑る
ようになされており、係合部が本体１０２の一部を包むように本体１０２に係合する。係
合部は、その上に、弾性的なカンチレバー部（図示せず）が形成されており、本体１０２
上のスロット１０８０の一つに係合するために使用される。係合部１１４０はその底面に
ハンドル１１６０が取り付けられ、歯の処置の間手持ち部９００を保持するために歯科専
門家によって握られる。ハンドル１１６０はまた、片手を使った回転ヘッド９０４の回転
を容易にする。ハンドル１１６０は、その背面に、歯科専門家の握りを容易にするために
使用される複数のぎざぎざ、または突起１２００を形成する。
【００７６】
　ここで図９および１０を参照すると、手持ち部９００は、例えば上述したいずれかの金
属で作られた保持リング１３００を更に含む。保持リング１３００は実質的に円形である
が、完全な円をすっかり形成はしていない。保持リング１３００は柔軟性（弾性）があっ
ても良く、互いに繋がっていない両端は圧力を掛けると互いに近づき、圧力が取り除かれ
ると離れる。
【００７７】
　回転ヘッド９０４はその基端部近くの内部表面に、図１０に例示するような円形の溝１
３１０が形成され、保持リング１３００を係合するのに使用される。保持リング１３００
は、例えば保持リング１３００を圧縮するためにそれに圧力をかけ、一旦保持リング１３
００が溝１３１０に合わせられたらそれを開放することによって円形の溝１３１０内に設
置される。設置されると保持リング１３００は回転ヘッド９０４に対してはめ込まれ、固
定される。
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【００７８】
　保持リング１３００が溝１３１０にはめ込まれた後、回転ヘッド９０４は、本体１０２
の末端部を回転ヘッドの開口の基端部で受け止めることによって本体１０２と組み合わせ
られる。本体１０２はその末端部に係合部１０９０を形成してあり、その半径は本体ハン
ドル部１０２の残りの部分の半径よりも小さい。係合部１０９０と本体１０２の残りの部
分の間の結合部で、係合部１０３０の外表面上に円形の溝１５００が形成される。係合部
１０９０が回転ヘッド９０４内に挿入されるとき、回転ヘッド９０４が本体１０２に回転
可能に組み合わされるように保持リングが溝１５００に回転可能に係合する。他の実施例
において、保持リングは本体１０２に固定的に組み合わされ、回転ヘッド９０４に対して
回転可能に組み合わされる。
【００７９】
　ハンドグリップは握りの直径を変えて作られ、一日を通じて交換可能に使用されるよう
に設計され、より人間工学的に設計されたハンドルと組み合わされても良い。
　直径を変化させることについては、２００４年１１月３日米国仮出願の“Dental Instr
ument with Stress Relief”と題する 第６０／６２４，８４０号、および同日出願の“D
ental Instrument with Stress Relief”と題する米国特許出願第１１／ｘｘｘ，ｘｘｘ
号に述べられており、両者の内容は参照によってここに含まれる。
【００８０】
　チップは、その上にコーティングされる柔軟で耐性のある塗膜１０１０ａを持ち、コー
ティングされたチップは所望の形状に曲げることが出来る。
　この曲がりは、コーティング前に導入することも出来るし、ＤＬＣでコーティングされ
た位置にあっても良い。コーティングはまた、ハンドルの他の部分にあっても良い。
【００８１】
　チップの周辺では、使用中に摩擦力による熱を生じやすい。したがって、高い潤滑性を
持つコーティングは一般的に摩擦力、ひいては発生する熱を減少させることが出来、歯の
処置の間、患者の不愉快さを減らすこととなる。高い潤滑性を有する適切なコーティング
は、少なくとも約５原子パーセントの水素（5 atomic percent of hydrogen）を含むダイ
ヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）を含む。耐性のあるコーティングの詳細は、２００４
年９月２１日出願の“Dental Tool Having A Durable Coating”と題する米国特許仮出願
第６０／６１２，２８３号、および同時出願の“Dental Tool Having A Durable Coating
”と題する米国特許出願第１１／ｘｘｘ，ｘｘｘ号に述べられており、両者の内容は参照
によってここに含まれる。
【００８２】
　適切なコーティングは、例えば約５原子パーセントから約４５原子パーセントの間の水
素、さらに例示すれば約１０原子パーセントから約３０原子パーセントの水素を含むＤＬ
Ｃコーティングを含む。一般的に、高いパーセントの水素は、より柔軟性のあるチップに
使用され、より低いパーセントの水素は、より柔軟性の低いチップに使用される。より高
いパーセントの水素のチップは、より少ない水素量のものよりも密度が低く柔らかい。加
えて、より少量の他の要素が存在しても良い。例えば、ＤＬＣは、少量の他の物質同様、
少なくとも５原子パーセントまでの酸素または窒素を含んでいても良い。
【００８３】
　上述したように、ＤＬＣコーティングは、硬くはあるが、チップの基材の柔軟性がコー
ティングによって大きく変化することは無いくらい柔軟性がある。組み合わせの効果によ
って研磨面をより永く保つことが出来る。
【００８４】
　一般的に、ＤＬＣコーティングは柔軟性と滑らかさがあるため、例えば約２０nmの薄い
コーティングでも実質的に均一な厚みを達成することが出来る。ＤＬＣコーティングは基
材の所望の領域に実質的に均一にかけることができる。さらに例示すれば、この均一なコ
ーティングは、平均のコーティング厚に対して、基材に沿ったすべての地点の厚みの変動
が約５０％以下、更に例示すれば約１０％以下の変動の厚みであるコーティングであるよ
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うに出来る。
【００８５】
　あるいは、ＤＬＣコーティングは、必要ならば異なった作業面領域でコーティングの厚
みを変えることが出来るように不均一にかけることも出来る。いくつかの実施例において
、最大のコーティング厚の領域は、最小のコーティング厚の領域の約２倍以下の厚みとす
ることが出来る。不均一なコーティング厚は、均一なコーティング厚では出来ないさまざ
まな結果を生じさせ、例えば、堆積（deposition）を単純化し、および／または、研磨面
またはチップのストレスポイントの機械的安定性を増す。一般的にＤＬＣコーティングは
柔軟性と滑らかさがあるので、実質的に均一な厚みは例えば約２０nmの薄いコーティング
まで達成できる。
【００８６】
　ＤＬＣコーティングはまた、高い応力または磨耗に曝される可能性のある、チップの部
分では、耐摩耗性を高めるために厚くしても良い。例えば、曲がりの形状を保つために、
曲げで伸ばされる部分は圧縮される部分よりも厚い塗膜を持たせる。加えて、ある選択さ
れた堆積法（deposition approach）では、不均一性を減少させるためによほどの努力を
しない限りは、本来的に厚みが不均一なＤＬＣコーティングを生じる。
【００８７】
　ＤＬＣコーティングの成分も、異なるコーティングの領域で均一でも良いし、または異
なっていても良い。例えば、より大きな応力を受ける領域はある一つの成分を持ち、他の
部分のコーティングは、例えば柔軟性を変化させるために他の微量な添加物を加えて作っ
ても良い。同様に、ＤＬＣコーティングは、異なった成分を持ったダイヤモンドライクカ
ーボンの層を有していても良い。
【００８８】
　一例において、本装置はチップをＤＬＣコーティングでコーティングする前にチップと
ハンドグリップを事前に組み合わせて作られる。この工程は、コーティング工程の低いコ
ーティング温度がオートクレーブの温度に近いために可能である。このことは、本装置の
組み立てに柔軟性をもたらす。
【００８９】
　本発明の例示実施例を上記で述べ、図示してきたが、これらは本発明の典型例でありこ
れに限定するものと見做されるべきでないと理解されたい。したがって、本発明は先の記
述によって限定されると見做されるべきでなく、ここに添付する請求項の範囲によって限
定されるのみである。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】図１は、従来の受動型の歯科用工具を示す。
【図２】図２は、本発明の一実施例による能動型の歯科用工具を示す。
【図３】図３は、本発明の一実施例による能動型の歯科用工具を示す。
【図３ａ】図３ａは、本発明の一実施例による歯科用工具のさまざまな機能要素を描いた
ブロック図を示す。
【図４ａ】図４ａは、本発明の一実施例による能動型の歯科用装置の切り取り図を示す。
【図４ｂ】図４ｂは、本発明の各々の実施例による能動型の歯科用装置のためのさまざま
な楕円形の負荷を示す。
【図４ｃ】図４ｃは、本発明の各々の実施例による能動型の歯科用装置のためのさまざま
な楕円形の負荷を示す。
【図４ｄ】図４ｄは、本発明の各々の実施例による能動型の歯科用装置のためのさまざま
な楕円形の負荷を示す。
【図５】図５は、本発明のさらなる実施例による能動型の歯科用装置の切り取り図を示す
。
【図６】図６は、本発明のさらなる実施例による、直線振動デバイスを含む能動型の歯科
用装置の切り取り図を示す。
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【図７】図７は、異なるハンドル直径を持った能動型の歯科用装置のセットの斜視図を示
す。
【図８】図８は、異なるハンドル直径を持ち、人間工学的にデザインされた能動型の歯科
用装置のセットの斜視図を示す。
【図９】図９は、回転可能なチップを有する能動型の歯科用装置を示す。
【図１０】図１０は、回転ヘッドを有する能動型の歯科用装置の展開図を示す。
【図１１】図１１は、能動型の装置上に適合するようになされたハンドグリップを示す。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図３ａ】

【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】

【図４ｄ】

【図４ｅ】

【図５】

【図６】

【図７ａ】
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【図７ｂ】

【図７ｃ】

【図７ｄ】

【図７ｅ】

【図８】

【図８ａ】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成19年9月7日(2007.9.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科用工具であって、
　少なくとも部分的に中空の内部と、末端部と、基端部とを有する細長いハウジングと、
　該ハウジングの一端にそこから延びて結合している少なくとも一つの歯科用チップと、
　前記ハウジング内に配置され支持される少なくとも一つの振動モジュールと、
　前記ハウジング内に配置され、前記振動モジュールを駆動するための少なくとも一つの
電源とを含み、
　前記歯科用チップは、歯石落としチップ、歯内療法用やすり、歯用やすり、リーマー、
および歯の孔ぐり具を含む群から選択されることを特徴とする歯科用工具。
【請求項２】
　歯科用工具であって、
　少なくとも部分的に中空の内部と、末端部と、基端部とを有する細長いハウジングと、
　該ハウジングの一端にそこから延びて結合している少なくとも一つの歯科用チップと、
　前記ハウジング内に配置され支持されている少なくとも振動モジュールと、
　前記ハウジング内に配置され、前記振動モジュールを駆動するための少なくとも一つの
電源と、
　前記ハウジング上に実質的に配置され、前記チップを回転させる少なくとも一つの回転



(20) JP 2008-513139 A 2008.5.1

ヘッドと、
　を含むことを特徴とする歯科用工具。
【請求項３】
　歯科用工具のセットであって、
　それぞれが少なくとも一部分を握りのためのハンドルとして有し、該ハンドル部分が種
々の直径を有する、細長いハウジングのセットと、
　それぞれが前記ハウジングのそれぞれの一端にそこから延びて結合している、同一の作
業チップのセットとを備え、
　少なくとも一つの振動モジュールが前記ハウジング内に配置されて支持され、また、前
記振動モジュールを駆動するための少なくとも一つの電源が前記ハウジング内に配置され
ていることを特徴とする歯科用工具のセット。
【請求項４】
　前記振動モジュールは、偏心した重りを回転させて前記工具に振動を起こすようになさ
れた小型のモーターを含むことを特徴とする、請求項１、２、または３に記載の歯科用工
具。
【請求項５】
　前記チップは、少なくとも約５原子パーセントの水素を含むダイヤモンドライクカーボ
ンコーティングを含むコーティングを含むことを特徴とする、請求項１、２、または３に
記載の歯科用工具。
【請求項６】
　前記ハウジングは、一端の方に、円錐形部分、カラー、およびそれらの組み合わせの群
から選択される構造を含むことを特徴とする、請求項１乃至５のいずれかに記載の歯科用
工具。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　本発明の例示実施例を上記で述べ、図示してきたが、これらは本発明の典型例でありこ
れに限定するものと見做されるべきでないと理解されたい。したがって、本発明は先の記
述によって限定されると見做されるべきでなく、ここに添付する請求項の範囲によって限
定されるのみである。
　〔付記１〕
　歯科用工具であって、
　少なくとも部分的に中空の内部と、末端部と、基端部とを有する細長いハウジングと、
　該ハウジングの一端にそこから延びて結合している少なくとも一つの歯科用チップと、
　前記ハウジング内に配置され支持される少なくとも一つの振動モジュールと、
　を含むことを特徴とする歯科用工具。
　〔付記２〕
　歯科用工具であって、
　末端部と、基端部と、少なくとも部分的に中空の内部とからなる細長いハウジングの部
分として形成された少なくとも一つのハンドルであって、該ハンドルの握りのための少な
くとも一部分が三角形の断面を有する少なくとも一つのハンドルと、
　前記ハウジングの一端にそこから延びて結合している少なくとも一つの歯科用チップと
、
　前記ハウジング内で本体の一端の方に配置され支持されている少なくとも振動モジュー
ルと、
　を含むことを特徴とする歯科用工具。
　〔付記〕
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　歯科用工具であって、
　少なくとも部分的に中空の内部と、末端部と、基端部とを有する細長いハウジングと、
　該ハウジングの一端にそこから延びて結合している少なくとも一つの歯科用チップと、
　前記ハウジング内に配置され支持されている少なくとも振動モジュールと、
　前記チップを回転するようになされた少なくとも一つの回転ヘッドと、
　を含むことを特徴とする歯科用工具。
　〔付記４〕
　前記歯科用チップが前記ハウジングに取り外し可能に取り付けられていることを特徴と
する付記１、２、または３に記載の歯科用工具。
　〔付記５〕
　前記振動モジュールは偏心した重りを回転させ装置に振動を起こすための小型のモータ
ーを含むことを特徴とする、付記１、２、または３に記載の歯科用工具。
　〔付記６〕
　前記振動モジュールは、バッテリー、燃料電池、太陽電池、およびそれらの組み合わせ
の群から選択される電源によって駆動されることを特徴とする、付記１、２、３、４、ま
たは５に記載の歯科用工具。
　〔付記７〕
　前記振動工具の使用中に、前記振動モジュールが前記ハウジングに対して回転するのを
防止するための反回転手段を更に含むことを特徴とする、付記１から６のいずれかに記載
の歯科用工具。
　〔付記８〕
　前記歯科用チップは、歯石落としチップ、歯内療法用やすり、歯用やすり、リーマー、
および歯の孔ぐり具を含む群から選択されることを特徴とする、先行する付記のいずれか
に記載の歯科用工具。
　〔付記９〕
　前記ハンドルは、人間工学的なデザインであることを特徴とする、先行する付記のいず
れかに記載の歯科用工具。
　〔付記１０〕
　前記チップは、少なくとも約５原子パーセントの水素を含むダイヤモンドライクカーボ
ンを含むコーティングを含むことを特徴とする、先行する付記のいずれかに記載の歯科用
工具。
　〔付記１１〕
　前記ハンドルの少なくとも一部は、突起、細い溝、ハンドグリップ、またはそれらの組
み合わせを含むことを特徴とする、先行する付記のいずれかに記載の歯科用工具。
　〔付記１２〕
　ユーザーが握るように設計されていない、前記ハンドルの前記少なくとも一部は、握り
に使用される部分よりも小さな直径を有していることを特徴とする、付記９に記載の歯科
用工具。
　〔付記１３〕
　前記ハウジングは、少なくとも一端にむかって先細りになっていることを特徴とする、
先行する付記のいずれかに記載の歯科用工具。
　〔付記１４〕
　前記先細りの端は、円錐形部分、カラー、およびそれらの組み合わせの群から選択され
る構造を含むことを特徴とする、付記１３に記載の歯科用工具。
　〔付記１５〕
　前記構造は、前記ハウジングの一部として一体的に形成されていることを特徴とする、
付記１３または１４に記載の歯科用工具。
　〔付記１４〕
　前記構造は前記ハウジングに取り付けられていることを特徴とする、付記１３または１
４に記載の歯科用工具。
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　〔付記１５〕
　前記振動モジュールが前記構造の内部に配置されていることを特徴とする、付記１４に
記載の歯科用工具。
　〔付記１６〕
　前記ハウジングは金属または非金属よりなることを特徴とする、先行する付記のいずれ
かに記載の歯科用工具。
　〔付記１７〕
　握りのための種々の直径を有するハンドルを含む、同一の歯科用工具のセットを含むこ
とを特徴とする、先行する付記のいずれかに記載の歯科用工具。
　〔付記１８〕
　前記バッテリーは、使い捨てまたは充電可能であることを特徴とする、付記６に記載の
歯科用工具。
　〔付記１９〕
　前記構造は、回転ヘッドを含むことを特徴とする、付記３に記載の歯科用工具。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図４ｂ
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図４ｂ】図４ｂは、本発明の一実施例による能動型の歯科用装置のための楕円形の負荷
を示す。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図４ｃ
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図４ｃ】図４ｃは、本発明の他の実施例による能動型の歯科用装置のための楕円形の負
荷を示す。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図４ｄ
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図４ｄ】図４ｄは、本発明の更に他の実施例による能動型の歯科用装置のための楕円形
の負荷を示す。



(23) JP 2008-513139 A 2008.5.1

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP 2008-513139 A 2008.5.1

10

20

30

40



(25) JP 2008-513139 A 2008.5.1

10

20

30

40



(26) JP 2008-513139 A 2008.5.1

10

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  60/624,833
(32)優先日　　　　  平成16年11月3日(2004.11.3)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,L
S,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY,TJ
,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ローゼンブラッド，ケン
            アメリカ合衆国，カリフォルニア州　９０２３２，カルバー　シティー，ハイグエラ　ストリート
            　８５５０
Ｆターム(参考) 4C052 AA06  AA15  AA16  AA17  BB02  BB09  CC03  DD02  GG01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

